
「壮瞥町子ども・子育て支援条例（案）」についての意見募集結果 
 
 壮瞥町子ども・子育て支援条例（案）について、町民意見参加手続きにより、町民の皆

様からご意見を募集したところ、２名からご意見が寄せられました。 
 お二方とも同じ主旨のご意見でしたので、一括の回答とさせていただきます。ご理解の

ほどよろしくお願いします。 
  

意見の概要 

A 氏 
壮瞥の保育所は、小さい子で一部の入所希望者の受入れができず、保護者が働けなくて

困っているという話しを聞きます。保育士が足りなくて受入れられないかもしれませんが、

保育所の体制を見直し改善していかないと、壮瞥町が子育てを応援する町づくりを PR して

いることやこの条例（案）の内容と矛盾します。 
B 氏 
壮瞥町は以前より子育て支援を大きく謳っていますが「宝」である子どもを受け入れる

体制が整っていません。この条例（案）にどれだけの関心があるのか、意見を言えない方

も多いのが実態です。子育て世代の声をしっかりと受け止めて、未来につながる条例とな

ることを望みます。 
 

意見に対する町の考え方 

 地域の未来を担う子どもたちがのびのびと心豊かに成長することは、町民全ての願いで

あり、豊かな自然環境など、町の特色を生かして健やかに成長する環境を地域でつくり上

げていくことが重要と考え、この条例（案）を制定することとしたところです。 
 この条例では、子どもたちの成長に関して、基本となる理念を定め、地域の役割や行政

の責務を明確にするとともに、子どもに関する施策を総合的に推進することとしておりま

す。 
 町としましては、こうしたことをしっかりと位置付けることにより、今後、様々な施策

を計画的かつ安定的に実施し、地域ぐるみで子どもたちの健やかな成長を支える環境を実

現しようと考えております。 
 ご指摘にありましたように、保育人員体制から、入所希望に対して、必ずしも十分に対

応できていない状況については大きな課題であると認識しております。 
 今後とも、保育士の募集を継続するなど、保育士の確保に努めてまいりますとともに、

子どもの発達段階に応じた育ちを支える保育内容の充実など、保育の質のさらなる向上を

推進してまいりたいと考えております。 
 いずれにいたしましても、この条例（案）の制定により、子ども・子育ての基本的な考

え方を明確にするとともに、今後とも、地域の皆様の声を聴きながら、必要な施策を着実

に推進してまいりますので、ご理解いただけますようお願い申しあげます。 
 
 


